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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 6日 (2004.12.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 記 憶 装 置 及 び 制 御 方 法
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、
　 第 ２ の ポ ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 １ の 外 部 装 置 が リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス し て
い る 場 合 は 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に し 、
　 前 記 第 ２ の ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 ２ の 外 部 装 置 が 前 記 リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス
し て い る 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 記 憶 装 置
。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態 で あ る 場 合 、 前 記 第 １ の ポ ー ト は 前 記 第 １ の
外 部 装 置 と 電 気 的 に 接 続 で き な い 状 態 で あ り 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態
で あ る 場 合 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト は 前 記 第 ２ の 外 部 装 置 と 接 続 で き な い 状 態 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ － １ ９ ９ ５ 規 格 、 Ｕ Ｓ Ｂ １ ． １ 規 格 又
は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】



　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ａ 規 格 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ｂ
規 格 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ 規 格 又 は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ か ら ３ の 何 れ か に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 記 憶 装 置 は 、 デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら ４ の 何 れ
か に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、
　 第 ２ の ポ ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 す る 記 憶 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ の ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 １ の 外 部 装 置 が リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス し て
い る 場 合 は 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に し 、
　 前 記 第 ２ の ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 ２ の 外 部 装 置 が 前 記 リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス
し て い る 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 制 御 方 法
。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態 で あ る 場 合 、 前 記 第 １ の ポ ー ト は 前 記 第 １ の
外 部 装 置 と 電 気 的 に 接 続 で き な い 状 態 で あ り 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態
で あ る 場 合 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト は 前 記 第 ２ の 外 部 装 置 と 接 続 で き な い 状 態 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ － １ ９ ９ ５ 規 格 、 Ｕ Ｓ Ｂ １ ． １ 規 格 又
は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ６ 又 は ７ に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ａ 規 格 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ｂ
規 格 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ 規 格 又 は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ６ か ら ８ の 何 れ か に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 記 憶 装 置 は 、 デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ か ら ９ の 何 れ
か に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、
　 第 ２ の ポ ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 し 、
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ
ィ セ ー ブ ル 状 態 に し 、
　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー ト を デ
ィ セ ー ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 １ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態 で あ る 場 合 、 前 記 第 １ の ポ ー ト は 前 記 第 １ の
外 部 装 置 と 電 気 的 に 接 続 で き な い 状 態 で あ り 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態
で あ る 場 合 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト は 前 記 第 ２ の 外 部 装 置 と 接 続 で き な い 状 態 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ － １ ９ ９ ５ 規 格 、 Ｕ Ｓ Ｂ １ ． １ 規 格 又
は そ れ ら 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ １ 又 は １ ２ に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ａ 規 格 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ｂ
規 格 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ 規 格 又 は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ １ か ら １ ３ の 何 れ か に 記 載 の 記 憶 装 置 。
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【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 記 憶 装 置 は 、 デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ か ら １ ４ の
何 れ か に 記 載 の 記 憶 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、
　 第 ２ の ポ ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 す る 記 憶 装 置 の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ
ィ セ ー ブ ル 状 態 に し 、
　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー ト を デ
ィ セ ー ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 第 １ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態 で あ る 場 合 、 前 記 第 １ の ポ ー ト は 前 記 第 １ の
外 部 装 置 と 電 気 的 に 接 続 で き な い 状 態 で あ り 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト が 前 記 デ ィ セ ー ブ ル 状 態
で あ る 場 合 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト は 前 記 第 ２ の 外 部 装 置 と 接 続 で き な い 状 態 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ － １ ９ ９ ５ 規 格 、 Ｕ Ｓ Ｂ １ ． １ 規 格 又
は そ れ ら 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ ６ 又 は １ ７ に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス は 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ａ 規 格 、 Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ ８ ０ ２ ． １ １ ｂ
規 格 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ 規 格 又 は そ れ ら の 拡 張 規 格 に 準 拠 す る も の で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ６ か ら １ ８ の 何 れ か に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 記 憶 装 置 は 、 デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ か ら １ ９ の
何 れ か に 記 載 の 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 方 法 の 一 つ は 、 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、 第 ２ の ポ
ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 す る 記 憶 装 置 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １ の
ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 １ の 外 部 装 置 が リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス し て い る 場 合 は 、
前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に し 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト に 接 続 さ れ た 第 ２ の 外 部 装
置 が 前 記 リ ム ー バ ブ ル メ デ ィ ア に ア ク セ ス し て い る 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー ト を デ ィ セ ー
ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 方 法 の 一 つ は 、 第 １ の ポ ー ト を 有 す る 有 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と 、 第 ２ の ポ
ー ト を 有 す る 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス と を 有 す る 記 憶 装 置 方 法 で あ っ て 、 前 記 有 線 イ
ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 ２ の ポ ー ト を デ ィ セ ー ブ ル 状
態 に し 、 前 記 無 線 イ ン タ ー フ ェ ー ス が 所 定 の コ マ ン ド を 受 信 し た 場 合 は 、 前 記 第 １ の ポ ー
ト を デ ィ セ ー ブ ル 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 。
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